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埼玉県教育局市町村支援部 

小中学校人事課 

このガイドブックは、子供を養育する教職員や家族を介護する教職員が

利用できる制度のほか、職場の上司や周囲の職員の配慮事項などについて

紹介しています。 

教職員の皆さんが支援制度等を上手に活用し、仕事と家庭を両立して生

き生きと働き続けられるように、また、ライフイベント中の教職員がキャ

リアを中断せずに働き続けることができるように、このガイドブックを有

効活用されることを願っています。 

埼玉県マスコット「コバトン」 
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このガイドブックに掲載の情報は、令和８年５月１日現在のものであり、規則・規定の一部

を表したものです。制度の利用・取得に関しては、所属の管理職まで御相談ください。 
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１ 出産・育児の支援制度タイムテーブル（市町村立学校職員の休暇等の案内より） 
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女性職員の場合 

妊娠 

各種休業の説明については、

Ｐ.3以降の「３出産・育児の

際に利用できる制度」を御覧

ください。 

男性職員の場合 

育
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２ 出産・育児のプラン妊娠が分かったら 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠が

わかったら

妊娠後期

（出産前に）
復職の前に

復職して

しばらくは

・復職後しばらくの

間は、仕事と育児の

両立で大きな負担が

かかる時期です。不

公平感のないように

仕事を割り振るとと

もに、同僚へサポー

トの協力を依頼しま

しょう。 

・管理職や同僚の理

解・支援が必要にな

ります。 

・妊娠について報告

を受けたら、利用で

きる制度を説明し、

今後の仕事と生活の

プランについて話し

合いましょう。 

・妊娠の報告がしや

すい職場環境を整え

ておくことが大切で

す。 

・つわり等の体調不

良により業務に支障

を来すことも考えら

れますが、温かくそ

の状況を受け止め必

要な配慮を行いまし

ょう。 

・周囲の教職員と情

報を共有しながら、

早めに仕事の割り振

りを済ませ、安心で

きる職場環境をつく

りましょう。 

・育児休業の期間、

復職後の予定につい

て、本人とよく話し

合いましょう。 

・（休み中に）職場

の必要情報をお知ら

せしておくと、復職

がスムーズになりま

す。 

・復職後の業務につ

いて、本人とよく話

し合いましょう。 

・育児休業の延長や

短時間勤務等の制度

利用の希望について

も確認しましょう。 

・同僚との業務のバ

ランスも考慮しまし

ょう。 

 

出産育児に携わる方へ 

上司や周囲の方へ 

・復職後は、慣れな

い育児に追われ、心

身ともに疲れた状態

になります。 

・不安なことも多い

と思いますが、パー

トナーや管理職、同

僚とよく相談しなが

ら、無理をしないよ

うに気を付けましょ

う。 

・焦らずに取り組む

ことで、次第に効率

よく仕事がこなせる

ようになります。 

・妊娠について、早

めに管理職へ報告し

ましょう。 

・妊娠中は、普段よ

り一層健康に気を付

け、無理のない仕事

のペースを考えまし

ょう。 

・産休や育休等の制

度の利用について必

要な手続きを、家族

だけでなく管理職に

も相談しながら進め

ましょう。 

・出産予定日はあく

まで目安です。早め

早めに身のまわりの

整理・整頓を行い、

仕事をまとめておき

ましょう。 

・担当業務の引き継

ぎは早めに済ませて

おくと安心です。 

・休み中に必要な情

報が得られるよう、

事務担当者や同僚に

お願いしておきまし

ょう。 

・復職前に管理職や

同僚としっかりと打

合せを行い、子育て

環境や家族環境など

伝えておきましょ

う。 

・保育園等の入所手

続きや、子供の病気

時の対応など、様々

な育児サポートの情

報を集め準備しまし

ょう。 

埼玉県マスコット「コバトン」 
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３ 出産・育児の際に利用できる制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠中、母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場

合、勤務の始め又は終わりにおいて、１日を通じて１時間以内で取得することができます。 

留意点 この休暇は、原則として 1 月単位で、又は産前休暇等を受ける日の前日までをまとめて申請します。 

通勤緩和休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第３号 

母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる程度に混雑す

る交通機関を利用して通勤する場合って、どういう場合ですか？ 

 妊娠に起因するつわり等の障害により勤務することが著しく困難な場合に、１４日の範囲で取得できます。 

留意点 １日単位の休暇となっていますので、１時間使用した場合でも１日として計算します。産前休暇また

は加算休暇に連続して取得する場合は、週休日、週休日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日、

休日等を含む連続した２週間となりますが、産前休暇や加算休暇と連続しない場合には、週休日、週

休日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日、休日等は含まずに１４日の範囲で取得できます。 

妊娠障害休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第４号 

 妊娠中又は産後１年以内に妊娠または出産に関し、保健指導または健康診査をうける場合に１回につき１日

の範囲内で取得することができます。 

留意点 ① 取得できる回数は以下のとおりです。 

妊娠期間 回 数 

妊娠満２３週まで ４週間に１回 医師等の特別の指示があった

場合は、いずれの期間におい

ても、その指示された回数。 

妊娠満２４週から満３５週まで ２週間に１回 

妊娠満３６週から出産まで １週間に１回 

産後１年間 その間に１回 

    ② 医師の診察を受け、妊娠が確認された場合は、診察に要した時間を通院休暇として取得できま

す。なお、妊娠の確認が得られなかった場合は、年次休暇等を取得することとなります。 

通院休暇（保健指導又は健康診査を受ける場合の休暇） 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第２号 

【産前休暇】出産予定日の６週間前（多胎妊娠の場合は１４週間前）から産前休暇を取得することができます。 

【産後休暇】出産後（妊娠１２週以後「妊娠８５日以上」の分娩）８週間は母体保護のために就業してはなりま

せん。ただし、産後６週間を経過し、医師が支障がないと認めた場合には早期復帰が可能です。 

      なお、出産日の翌日から産後休暇となります。 

【加算休暇】産前・産後の期間に２週間の範囲内の期間を加算することができます。産前・産後に分割するこ

とも可能です。 

出産休暇（産前・産後・加算休暇） 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第１号 

電車やバスで通勤する人は、座席に座れず、かつ、つり革につ

かまることができない程度に混んでいると認められる場合で

す。また、乗用車やバイク等を利用する人は、通勤時間に相当

時間を要し、かつ、通勤経路に混雑する路線を含む場合です。 

さいたまっち 

コバトン 
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※ 条例で定める特別の事情…配偶者が負傷又は疾病によ

り入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休

業の延長の請求時に予測することができなかった事案が

生じことにより、再度の延長をしなければ子供の養育に

著しい支障が生じる場合 

育児休業を取得しようとした

（したこと）を理由として、

不利益な取り扱いをすること

は、法律により禁止されてい

ます。 

小学校就学前の子供を養育する教職員は、１日を通じて２時間を超えない範囲内（３０分単位）又は１年につ

き１０日相当を超えない範囲内（１時間単位）で取得することができます。また、育児休暇の承認を受けてい

る場合は、育児休暇と部分休業を併せて、１日２時間以内となります。 

留意点 勤務しない時間の給与額が減額されます。 

部分休業 育休法第１９条 職員の育児休業に関する条例第３０条～第３３条 

育児休業 育休法第２条 職員の育児休業等に関する条例第２条～第 4条 

子供が３歳に達する日まで休業することができます。※夫婦で取得することもできます。 

留意点 ① 育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして申請します。 

    ② 原則２回まで取得できます。 

    ③ ②の原則２回までの育児休業に加え、当該子の出生の日から５７日以内における育児休業に 

     ついて、原則２回まで取得できます。 

    ④ 育児休業は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、１回に限り延長を申請することができます。 

３ 

育児休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第５号 

 １歳６ヶ月未満（教育委員会が特に必要と認める場合は、２歳未満）の子を育てる場合、１日２回以内、１

日を通じて９０分以内で取得することができます。 

留意点 ① １回に取得できる時間は、３０分、４５分、又は６０分です。連続して９０分取得すること

も可能です。 

② この休暇は、原則として 1 月単位で、又は承認を与えることができる限度期間までをまとめ

て申請します。 

育児短時間勤務 勤務時間条例第３条第２項 

小学校就学前の子供を養育する教職員は、希望する以下の勤務形態で勤務することができます。 

勤 務 形 態 

週２４時間３５分勤務 ４時間５５分×５日 

週２３時間１５分勤務 ７時間４５分×３日 

週１９時間３５分勤務 ３時間５５分×５日 

週１９時間２５分勤務 ７時間４５分×２日 と ３時間５５分×１日 

留意点 

① 1 月以上１年以下の期間で申請します。 

② 育児短時間勤務承認請求書を、育児短時間勤務を始める１月前までに管理職に提出してください。 

③ 小学校の就学前まで、１月以上１年以下の単位で延長することができます。 

具体的な取得例として次のような例があります。 

 例１ 始業と終業時に分けて取得する例 

育児休暇（６０分） 勤務 育児休暇（３０分） 

 例２ 終業時に連続して取得する例 

勤務 育児休暇（９０分） 

 コバトン 

コバトン 
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不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、１年に５日の範囲内で取得でき

る休暇です。 

留意点 不妊治療とは不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授

精、体外受精、顕微授精等のことを指します。 

出生サポート休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第１８号 

小学校就学の始期から小学校第３学年修了※までの子を養育する職員が取得することができます。ただし、部分

休業、介護時間又は育児休暇の承認を受けている場合は、合計して１日２時間以内となります。  

 ※９歳に達する日以後の最初の３月３１日まで 

留意点 勤務しない時間の給与額が減額されます。 

子育て部分休暇 勤務時間条例第１６条の２ 規則第１６条の２ 
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４ 妻の出産を応援するための制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~ 育 児 休 業 の 取 得 例 ~~   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 育児休業は、男女を問わず取得することができます。また、配偶者が育児休業や部分休業、育児短時間

勤務をしている場合にも取得することができます。なお、専業主婦（夫）である場合にも取得可能です。 

 また、「産後パパ育休」の通称で呼ばれることもありますが、産後８週間の期間は女性が出産後の母体の

回復と乳児の世話で、肉体的にも精神的にも負担が大きいことから、男性の育児休業は、妻の産後休暇の

期間についても取得することが可能です。 

 なお、配偶者の産後８週間以内に育児休業を取得した男性職員は、特別な事情がなくても再び育児休業

を取得することが可能です。また、産後８週間以内と産後８週間後から子供が３歳になるまでの期間のそ

れぞれで原則２回ずつ育児休業を取得することが可能です。 

育児休業 ※無給（共済組合から給付金有） 育休法第２条 職員の育児休業等に関する条例第２条～第4条 

 出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合には１４週間）前から出産後１年を経過する日までの期間に、生

まれた子又は小学校就学までの子を養育する場合に、５日の範囲内で取得できる休暇です。子供の保育所

への送迎や生まれてきた子の養育の為に取得できます。 

男性職員の育児参加のための休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第２０号 

 

 夫 

妻 

育児休業 

育児休業 

夫 

① 夫婦同時に取得することも可能です。 

妻 

② 妻の産後休暇中に取得することも可能です。 

育児休業 

③ 妻の産後休暇中に育児休業を取得した男性職員は、再度の育児休業が可能です。 

産前休暇 産後休暇 

育児休業 

出産後の妻をサポート 妻の復帰をサポート 

育児休業 
出生後８週間 

夫 

妻 （復帰） 

出生後８週間 

  

 妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合は、妻の出産に係る入院等の日

から当該出産の日後２週間を経過するまでの期間に３日の範囲内で取得できる休暇です。 

出産補助休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第１９号  

「相当であると認められる場合」には、妻の出産に係る入院若しくは退院の付

き添い、出産時の付き添い、又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等

のために勤務しない場合があります。 

産後休暇 産前休暇 

産前・産後休暇は、母性保護の観点から設けられた制度であり、子を養育するための

育児休業とは、性質を異にするものです。特に、産後８週間の期間は、女性が出産後

の母体の回復と乳児の世話で、肉体的にも精神的にも負担が大きいことから、配偶者

がそれを分かち合うことが重要です。  

男性職員は、妻の出産日以後５７日間（産後休暇中）の間、子の養育のための育児休

業（いわゆる「産後パパ育休」）を取得することができ、国でも、この期間の育児休

業の取得促進を呼びかけています。 

コバトン 

コバトン 
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５ 家族を介護する際に利用できる制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下欄の対象範囲に示された家族の負傷又は疾病による看護及び通院等の世話を行う場合に取得できる休
暇です。１年（１月～１２月の期間）につき、３日の範囲内で取得できる休暇で、取得単位は、１日、１
時間又は３０分です。 
 なお、負傷、疾病とはその程度や特定症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる、負傷
や疾病が含まれます。 
 また、「通院等の世話」には、医師から診断結果や治療方針等の説明がされる場合において、家族に同伴
する場合も含まれます。 

 要介護者（短期介護休暇の対象と同様）の介護をするために必要であると認められた場合、３回の期間

を通算して６月を超えない範囲内で認められます。 

 取得単位は、１日、１時間ですが、時間単位で取得する場合は最大で４時間までとなっています。なお、

この休暇は無給休暇となっています。 

介護休暇  ※無給休暇です 勤務時間条例第１７条 規則第１４条 

 下欄の要介護者の対象範囲に示されたものの介護等を行う学校職員が、該当者の世話を行う場合に取得

できる休暇です。１年（１月～１２月の期間）につき、５日の範囲内（要介護者が２人以上の場合にあっ

ては１０日）で取得できる休暇で、取得単位は、１日、１時間又は３０分です。なお、要介護者が２人以

上の場合は、１０日の範囲で取得できます。 

短期介護休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第８号 

病院への付き添いなど連続しない休み 

 要介護者（短期介護休暇の対象と同様）の介護をするために必要であると認められた場合、連続する３

年の期間内において、１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められる時間が休暇として取得する

ことができます。取得単位は３０分です。 

 対象範囲は、「介護休暇」と同じ範囲となっております。なお、この休暇は無給休暇となっています。 

介護時間 ※無給休暇です 勤務時間条例第１７条の２ 規則第１７条の２ 

（対象となる家族の範囲） 
 ・同居の有無は問わない…配偶者、父母、子（義務教育終了前の子を除く）、配偶者の父母、祖父母、

孫及び兄弟姉妹 
 ・学校職員と同居しているもの…父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、 
  配偶者の子（義務教育終了前の子にあっては、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 
  者の子に限る） 

（要介護者の対象範囲） 

 ・同居の有無は問わない…配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹 

 ・学校職員と同居しているもの…父母の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 

  者を含む）、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子 

家族看護休暇 勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第７号 
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 義務教育終了前の子供を養育する場合に、勤務することが相当であると認められるときに、１の年にお

いて７日間（子が２人以上の場合は１０日間）取得できる休暇です。取得単位は、１日、１時間又は３０

分で取得することができます。（令和６年４月から取得要件が拡大されました。） 

 勤務しないことが相当であると認められる時は、次の５つが示されています。 

 ① 子供の看護（負傷し、又は疾病にかかった子供の世話を行うこと）を行う場合 

 ② 子供に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合 

 ③ 子供に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付き添いを行う場合 

 ④ 子供が在籍する学校等が実施する行事や PTA 等の団体が学校等と連携して行う登下校の見守り活

動に出席する場合 

 ⑤ 地震、水害、火災その他子供の安全を確保する緊急の必要により、子供が在籍する学校等から保護

者への引き渡しが要請されている場合 

 ⑥ 感染症の予防上必要があること又は災害その他急迫の事情があることにより、対象となる子の在籍

する学校等の全部又は一部が臨時に休業となり、その子の世話をする必要がある場合。 

子育て休暇  勤務時間条例第１５条 規則第１２条第１項第６号 
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６ 出産・育児・介護に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 育児休業は延長できますか。 

 

Ｑ３ 予定日より遅れて子供が産まれたのですが、産前・産後休暇の期間は変わりますか。 

 

Ｑ４ 育児休業中の給与や身分はどうなりますか。 

 

 当初に申請した育児休業期間を、１度に限り延長することができます。延長できる期間

は、最長で子供が３歳に達する日までとなっています。 

 また、条例で定められている特別な事情がある場合は、再度延長することも可能です。 

Ｑ６ 介護休暇中の給与や身分はどうなりますか。 

 

 介護期間中は、給与は支給されませんが、手続きにより介護休暇手当金が一定期間支給

されます。また、介護休暇手当金の支給の対象期間以外の介護休暇期間中には、介護休暇

給付金も支給されます。なお、期末手当・勤勉手当や身分については、育児休業期間と同

様となりますので、Ｑ４を参考にしてください。 

 産前・産後休暇は、母子手帳等に記入された出産予定日をもとに計算しますが、出産し

た日までが産前休暇で、出産した翌日から産後休暇となります。 

 このため、出産予定日を過ぎて出産した場合には、出産日までが産前休暇となり、その

翌日から産後休暇となります。手続きについては、管理職に御相談ください。 

Ｑ５ 休暇や休業の手続きはどのように、また、いつまでにしたらよいですか。 

 

 育児休業中は、給与は支給されませんが、手続きにより育児休業手当金が一定期間支給さ

れます。また、期末手当・勤勉手当は、基準日（６月１日、１２月１日）に育児休業中であ

っても、基準日の６ヶ月以内に勤務した期間があるときは、勤務期間に応じて支給されます。 

 育児休業中は、職務に従事しませんが、教育公務員としての身分を有するため、信用失墜

行為の禁止、営利企業への兼業制限などの服務の規定は適用されます。 

Ｑ１ 出産前後に取れる休暇の日数はどのくらいですか。 

 

 出産予定日の６週間前から出産後８週間出産休暇が取得でき、産前・産後の期間に２週間

の範囲内の期間を加算できることから、１６週間休暇を取得することができます。 

 なお、産前に妊娠障害休暇を２週間取得でき、これを合わせると合計１８週間となります。 

 出産や育児、介護など休暇・休業を取得する場合、休暇願を提出することで取得できる

休暇もあれば、取得する際に書類等を準備することが必要なものもあります。 

 取得を検討する場合には、早めに管理職に御相談ください。 
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～共済組合・互助会から主に以下のような給付等が受けられます～ 

〇 出産費（共・互） 〇 家族出産費（共・互） 〇 育児休業手当金（共） 

〇 出産貸付（共）  〇 介護休業手当金（共） 〇 介護休暇給付金（互） 

    詳しくは、各学校の管理職若しくは担当の事務職員へお問い合わせください。 

    （毎年配布される「福利のしおり」にも掲載されています。） 

 育児・介護の休暇を含めて、埼玉県の休暇制度については、年度

当初に配布される「市町村立学校職員の休暇等の案内」に掲載され

ています。 

 また、家族の病気、出産、災害、葬祭等に係る給付については、

福利課から発行される「福利のしおり」を御確認ください。 

 今後とも、埼玉県教育委員会では、教職員の健康を意識した働き

方を推進し、休暇制度が利用しやすい環境づくりに取り組んでまい

ります。 

 

埼玉県マスコット「コバトン」 


